
 

 

 

■村内の各地区及び幼稚園・小中学校の放射線量の測定値について 

                                       単位(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

 北山地区 

(役場前) 

大塩地区 

(活性化センター前) 

桧原地区 

(桧原出張所前) 

裏磐梯地区 

(裏磐梯合庁前) 

６月１９日 0.108 0.130 0.141 0.124 

６月２６日 0.088 0.116 0.119 0.107 

   ※測定方法は、リアルタイム線量測定システム及び地面から 1ｍの高さで測定。 

【問合せ先】住民課生活班 電話０２４１－２３－３１１３ 

 

 

単位(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

 
さくら小 裏磐梯小 第一中 裏磐梯中 

さくら 

幼稚園 

裏磐梯 

幼稚園 

６月１９日 0.151 0.130 0.147 0.167 0.131 0.143 

６月２６日 0.139 0.114 0.142 0.160 0.122 0.131 

※測定方法は、リアルタイム線量測定システム及び地面から 1ｍの高さで測定。 

【問合せ先】教育委員会教育班 電話０２４１－２３－１３３３ 

 

 

■村内の公共施設等の放射線量の測定値について 

単位(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

 北塩原村 

公民館玄関前 

グリーンセンター 

玄関前 

自然環境活用 

センター玄関前 

保健センター 

玄関前 

芙蓉保育園 

玄関前 

６月１９日 0.110 0.160 0.130 0.130 0.120 

６月２６日 0.110 0.150 0.130 0.130 0.110 

※測定方法は、地面から 1ｍの高さで測定   【問合せ先】住民課生活班 電話０２４１－２３－３１１３ 

 

 

単位(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時) 

 明治大学セミナー

ハウスグラウンド 

スポーツパーク 

桧原湖グラウンド 

いこいの森 

ふれあい広場 

村民体育館 

玄関前 

村 民 

グラウンド 

６月１９日 0.130 0.150 0.170 0.120 0.140 

６月２６日 0.140 0.160 0.170 0.120 0.130 

※測定方法は、地面から 1ｍの高さで測定  【問合せ先】住民課生活班 電話０２４１－２３－３１１３ 
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■水道水中の放射性物質の測定値について 

   北塩原村では６月２５日に採水しましたモニタリング検査をはじめ過去１０１回実施しております。 

   検査の結果、すべての水道水のいずれからも放射性物質は検出されていません。 

【問合せ先】建設課建設班 電話０２４１－２３－３２６１ 

 

■学校給食食材放射性物質検査事業について 

   村では、子供達に安全な給食を提供するため、平成２４年度の第２学期から毎日給食提供前に食材のモニ

タリング検査を実施しております。 

平成２５年６月２７日現在までの検査においては、放射性物質は一度も検出されておりません。 

                       【問合せ先】教育課教育班 電話０２４１－２３－１３３３ 

 

■原子力事故損害賠償請求「巡回相談」の実施について 

 損害賠償請求に関する東京電力による「巡回相談」が次により実施されますのでお知らせします。 

    ・開催日時 ： ７月３日(水)、７月１０日（水）、７月１７日（水）、７月２４日（水）、７月３１日（水） 

午前１０時から午後４時まで 

・会  場 ： 自然環境活用センター  

                    【問合せ先】総務企画課企画室 電話０２４１－２３－３１１２ 

 

■喜多方市・北塩原村・米沢市境界付近で発生している地震について 

   福島地方気象台によりますと、会津北部から山形県置賜地方にかけての領域では、平成２３年３月１８日

から地震活動が発生し、平成２４年４月以降は、北側(山形県側の活動)が中心に継続し、全体としては消長

を繰り返しながら徐々に低下している状況であります。 

   この地震は、陸の地殻内で発生した構造性の地震で、火山活動との関連は認められないとのことでありま

すが、昨年の東日本大震災発生後、東日本の広い範囲で地震活動が高まっていると考えられますので、今後

もしばらくは、地震活動が継続する可能性があるとの見解です。 

   村民のみなさんは、携帯ラジオや懐中電灯など、常日頃からの災害に対する備えをよろしくお願いします。 

【問合せ先】住民課生活班 電話０２４１－２３－３１１３ 

 

 

  ■「風評被害払拭用トラック」を貸し出します！ 

   今年度も、「北塩原村風評被害払拭用トラック（３ｔコンテナ

ウイング式 全長５．８ｍ）」の団体への貸し出しています。 

   これは、村民の皆様が原発事故による風評被害払拭に向けた

農産物等の販売イベント等を実施される場合に活用できるもの

です。 

   なお、今年度より実施する団体へ補助（１回３万円）を実施

します。 

   貸し出しの要件等、詳しくは村役場農林課にお問い合わせく

ださい。 

【問合せ先】農林課農林班 電話０２４１－２３－１３３４ 

 

■水稲のカリ施用でについて 

   福島県では、水稲の放射性物質の吸収抑制対策としてカリの上乗せ施肥を推進しています。 

基肥などでの施用がまだの場合には次のとおり施用してください。 

    施用の目安：塩化カリ７ｋｇ/１０ａ（カリ成分４．２ｋｇ/１０ａ） 

    施用の時期：出穂３０～３５日（７月上旬頃）が最適です。 

   なお、会津いいで農業協同組合において、管内の水稲作付農家を対象とした「塩化カリ」等の全額助成を

昨年に引き続き実施しておりますので御活用ください。 

                       【問合せ先】農林課農林班 電話０２４１－２３－１３３４ 

 

■農産物等のモニタリング検査実施について 

   現在、県において農産物 47 点、山菜等 21 点実施しました。葉ワサビとコシアブラ以外で基準値を超えた

ものはありません。今後もモニタリング検査が継続されますので出荷前の検査にご協力をお願いします。 

   ◎検査時期：収穫予定日の１週間前に実施して下さい(未熟なものでも可能です。) 

   ◎採 取 日：毎週月曜日～火曜日(週末には結果が判明します。) 

水曜日以降では、結果判明が翌週末になってしまいますのでご注意ください。 

                        【連絡先】農林課農林班 電話０２４１－２３－１３３４ 


